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派遣 ・請負労働の実態 と安全 ・健康

すべて の労働者 の 「安全 ・健康 ミニ マム」確立 を

龍谷大学 教授 脇 田 滋

昨年以来、 「偽装請負」や 「日雇派遣」が社

会的に大きな注目を浴びることになった。危険

有害な業務を自社の従業員ではなく、別会社の

下請労働者や派遣労働者に負担させる状況が広

がっている。法的には、労働者を直接に指揮命

令して働かせ、作業 ・業務に関して管理や支配

する者が、安全 ・健康配慮義務を負 うことは、

労働法の基本的な原則であり、裁判例でも確立

した考え方であるが、複雑な雇用形態と責任の

不明確化を背景に、弱い立場にある労働者が労

働災害に遭っても潜在化する傾向がある。

以下、急激に増えている派遣 ・請負で働 く労

働者が、劣悪な労働環境と無権利状態におかれ、

その安全と健康の問題が深刻化していることを

取 り上げ、当面する課題を提示したい。

1.派 遣 ・請 負 労働 者 の安 全 ・

健康の実態

(1)重 大災害の多発

2003年の労働者派遣法改正の結果、翌04年3

月以降、製造業務にも派遣が解禁されることに

なった。実際には、派遣が禁止 されていたはず

の製造業務でも請負形式を偽装して派遣労働が

広がっていた。派遣が解禁 されても、派遣法の

規制を嫌って、世界的大企業を含めて製造現場

で偽装請負のまま労働者を受け入れていたこと

が06年以降マスコミで大きく取り上げられた。

危険業務にまで派遣や請負が広がることになっ

た。その結果、製造業を中心に重大災害が多発

し、政府関連の次の調査報告でも事態の重大性

と改善の必要性が指摘されている。

〈1〉 厚生労働省検討会報告書

2004年8月 、厚生労働省は 「今後の労働安全

衛生対策 の在 り方に係 る検討会報告書」 を発表

し、重大災害発生への対策を示 した。そこでは

重大災害が、1985年 に141件 まで減少 したのち

増加に転 じ、現在まで増加傾向が続き、2003年

は249件 と1970年 代後半の水準に逆戻 りした と

されてい る。背景 として、業務請負等のア ウ ト

ソーシングの増大、合併 ・分社化、企業内の組

織再編や、就業形態多様化、雇用流動化等の進

行の結果、所属や就業形態の異 なる労働者の混

在が一般化 していることを指摘 している。派遣 ・

請負労働者数は、1996年192万 人か ら5年 後の2

001年216万 人 と12.5%増 加 し、製造業では49万

人か ら63万 人 と28.6%と 急増 している。派遣 ・

下請のいる事業所は、1996年21万7千 か ら23万

9千 事業所 と9.8%増 、製造業 では3万8千 か ら4

万事業所 と5.1%増 であった(総 務省事業所 ・

企業統計調査)。 そ して、下請、2次 受 け業者

等が保安関連業務を行 う事例が増加す るなかで、

連携不十分等の問題に起因する死亡災害発生や、

大規模製造事業場では元方事業者 と協力会社の

災害発生率が千人率で5.09と11.3と 協力会社が

2倍 以上高いことを指摘 している。

〈2〉 中央労働災害防止協会調査報告

2007年1月 に発表された中央労働災害防止協

会の 「製造業務における派遣労働者に係る安全

衛生の実態に関する調査研究報告書」は、派遣

元500、 派遣先3000の 事業所を対象にした、解

禁後の製造業派遣を対象にした初めての本格的
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調査である。 それによれば、①派遣会社152の

中で製造業務派遣 を実施す る97事 業所の うち49

事業所(50.5%)で 過去2年 間に休業1日 以上

の労働災害が発生していた。事故のタイプは、

重大災害に至る危険性のある 「はさまれ ・巻 き

込まれ」 「切れ ・こすれ」等が多いこ と(表 参

照)、 ②派遣元では労安法に基づく担 当者の不

選任(安 全管理者6割 強、衛生管理者8割 弱、

産業医7割 弱)と 派遣先(9割 以上)に 比べて

不十分であること、③法定の雇入れ時安全衛生

教育や健康診断不実施の事業所が少な くないこ

となど、多 くの問題点が指摘 されている。

こ こ

し双 」 〃1て煙 刀 測1ヨ 刀 悩リンく百 烈区ンく嘔ヘソ

(派遣元調査)

製造業務労働者派遣事業を行っている
事業所

97(100%)

過去2年 間で1日 以上の休業を伴う労
働災害に派遣労働者が被災したことが
ある事業所

49(50.5)

事故の種類

は さまれ ・巻 き込 まれ 26(26.8>

転倒 9(9.3>

切 れ ・こすれ 21(21.6)

墜落 ・転落 3(3.1)

飛 来 ・落 下 8(8.1)

動作の反動 ・無理な動作 10(10.3)
、

激突 3(3.1)

その他 5(5.2)

無回答 9(9.3)

出所:中 央労働災害防止協会 「製造業務における派遣労働者
に係る安全衛生の実態に関する調査研究報告書」(

2007年1月)31頁

〈3>厚 生労働省、労働局の報告

従来、派遣労働者の安全関連の実態 は正確に

調査 されていなかったが、厚生労働省 は2007年

になって現状把握のため、派遣会社や派遣先企

業団体に労災を報告す る際、被害者が派遣労働

者か どうか の明記 を徹底す るよ う通知 した。

「総務、厚労両省によると、全国の派遣労働者

は04年 の85万 人か ら06年 、128万 人 に増加。 労

災に遭 うケースも06年 、前年比5割 増の3686人

(うち死者8人)と 急増 している」(読 売新聞

2007年8月29日)。

東京都労働局 「東京都内の労働災害発生状況

(平成18年 確定値)～ 平成18年 労働災害発生状

況～」によれば、 「派遣労働者(派 遣元事業場

が当局管内にあるもので派遣先は東京都外を含

む。)の 死亡災害は2人 、死傷災害401人(対 前

年 比49.6%増)」 とされ、 「被災労働者の派遣

先での業務は倉庫 ・運送等が37.4%、 製造が20.

4%、 事務が12.5%」 で、この3業 務で7割 を占

めている。 とくに、 「被災労働者の年齢 は30歳

代以下が約6割 を占め、経験年数は1年 未満が

6割 となっている」 ことが注 目され る。

同 じ東京都労働局の2007年 の送検事例のなか

でも、① ビル新築工事現場で下受け荷取 り作業

中21メ ー トル墜落 、死亡 した事例(元 請会社 を

送検)、 ②住宅解体工事で派遣労働者2名 が3

階から墜落、重傷 を負った事例(工 事請負業者

送検)、 ③移動式 クレー ンの違法使用2次 下請

業者の労働者(外 国人)が 車両間に挟まれ死亡

(工事業者を送検)、 ④小学校校舎窓ガラス清

掃中、防止措置がなく請負業者の従業員が墜落

して重傷 を負った事例及び死亡 した事例(ビ ル

メン業者 を送検)、 ⑤解体工事現場で安全帯な

しで作業 していた派遣労働者が墜落 して重傷を

負 った事例(建 設業者を送検)、 ⑥マンシ ョン

新築工事現場で下請労働者が墜落 した死亡災害

の事例(元 請業者 を送検)。

大阪労働局は、 「労働者死傷病報告」を基に

製造業への派遣解禁後3年 半の間に大阪府内の

派遣労働者が4日 以上休業 した労災を分析 した。

それによれば、04年3月 ～同12月 、派遣先で事

故に遭 った労働者数は27人 であったが、06年 に

は146人 と増 えている。最 も多いのが製造業で0

6年 は64人(全 体 の4割 超)、07年 も8月29日

…現在、労災に遭った89人 の うち51人 が製造業で

あった。06年 の64人 の経験年数は3か 月以下27

人、1年 以下47人(7割 超)で 、年齢別で10～3

0代が6割 になった(読 売新聞2007年8月29日)。

このように、数少 ない行政サイ ドの調査や報

告のなかでも、派遣 ・請負の関係 、とくに製造

業関係で労災が多 く、未経験の若年者を中心に
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重大災害が増えていることが明 らか となってい

る。 しか し、 これ らは氷 山の一角に過ぎないと

推測 され る。

(2)労 災隠 しと偽装請負

実際の間接雇用関係での危険業務就労者には、

外国人や若年者が多い こと、労働組合に組織 さ

れ る例がほ とん どない こと、不安定な雇用のた

めに労働者がきわめて弱い立場 に立つことなど

が背景となって、実際に労災が起きて も関係業

者が隠蔽する 「労災隠 し」がきわめて多い。労

働者派遣法では派遣先にも死傷病報告義務があ

るが、偽装請負で責任回避 しようとする悪質例

が多 く、労災事故をきっかけに労安法違反 とと

もに偽装請負による違法派遣が発覚する事例が

少な くない。

【派遣 ・請負労働 と労災隠 し 最近の事例】

02004年3月 〔三重〕シャープ亀山工場で下

請労働者が作業台か ら転落1ヶ 月の重傷。多重

な偽装請負、下請業者の虚偽報告が発覚。(20

06/08/12労 働局が調査)

02005年8月 〔兵庫〕神戸製鋼所高砂製作所

で子会社(神 鋼検査サー ビス)に 派遣 された労

働者1名 が火傷で死亡。偽装請負が発覚。(労

働局、派遣業者に07年10月16日 か ら1カ 月間事

業停止を命令)

02006年3月 〔愛知〕 トヨタ系企業(ト ヨタ

車体精工)で 下請労働者が4週 間のケガ。偽装

請負 のため受入企業(派 遣先)の 死傷病報告不

提出も発覚

02006年6月 〔大阪〕クボタで外国人労働者

が製品落下で右足重傷。偽装請負の違法派遣 と

判明。(労 基署、工場側に報告を勧告07年12月)

02006年11月 〔東京〕国発注の東京都品川区

内の工事現場で下請労働者が左手骨折 したのに

死傷病報告不提出(下 請業者を07年8月 送検)

02007年6.月 〔石川〕小松シヤ リング松任工

場で骨折 した派遣労働者 の事故を報告 しなかっ

た(派 遣先、派遣元責任者を07年11.月送検)

(3)派 遣 ・請負労働者の労災争訟

派遣 ・請負労働者の労働災害をめぐっては、

実体のない派遣元や請負業者ではなく、派遣先

や受入企業の責任追及が必要である。 これまで

争訟例が多いとは言えないが、裁判例などでは、

労働者 を実際に指揮命令 している派遣先や受入

企業の責任 を認 めている。

①A薬 品事件1999年8月 に大手薬 品研究所

に研究補助で派遣 され た女性労働者が免疫抑制

剤の定量分析業務に従事 していて、鼻 ・口腔 ・

舌 ・喉が焼 けるように痛み、声が出な くなる労

災事故に遭 った。派遣元 も派遣先 も対応 して く

れないなかで、大阪職対連等の援助を受けて労

災 申請 し2000年3月 業務上認 定された。 監督署

は2000年6.月 、派遣元、派遣先 の両方に是正勧

告 と行政指導を行った(民 主法律244号(2001

年2月)186-188頁 参照)。

② ヨ ドバシ ・カメラ事件 違法な二重派遣関

係で、派遣元や派遣先社員 らが若い労働者 に重

なる暴行 を加 え、母親の目前でも激 しい暴行を

したとして、労働者 とその母親が損害賠償 を求

めていた ヨ ドバ シ ・カメラ事 件で、東京 地裁

(2005年10月4日 判決)、、東京高裁(2006年3

月8日 判決)は 、派遣元だけでな く、派遣先の

責任 をも認め、関係会社 に総額約560万 円の支

払いを命 じた。

③ニコン熊谷製作所事件 業務請負業者か ら、

半導体製造装置を作っている工場 に派遣 されて

いた青年労働者(当 時23歳)が 過労 自殺 した事

件で、東京地裁は 自殺の主たる原因は、業務 の

過重性 に基づ くうつ病であることを認 め、業務

請負業者だけでな く、受入(派 遣先)企 業にも

健康配慮義務がある と、両社に約2490万 円の賠

償支払いを命 じた(2005年3月4日 判決)。 閉

鎖 されたク リー ン ・ルーム内での最終検査 とい

う神経 を使 う業務を、正社員 と類似の過重な責

任 を負わ されるなかで、15日 に も及ぶ連続 勤務

や時間外労働があった こと、非正社員 の削減 と

い う企業の方針で解雇の不安 もあって、通常以

上の精神的負荷があることが認 められた。
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2.派 遣 ・請負 労 働者 の安 全 ・

健康 と制度的不備

労働者の生命 ・健康を守る法的仕組みが、間

接雇用の派遣 ・請負労働者については、次の通

り十分に機能していない。

①労働者保護で世界最低、派遣先責任軽減 ・

不問で世界最悪の派遣法

労働者派遣法自体、既存の労働基準法や労働

安全衛生法の使用者責任、事業主責任を派遣元

および派遣先に配分することにとどまっている。

派遣労働者の置かれている問題状況を直視して、

保護に欠ける点を補 うための独自の制度的な対

応はない。現実には、派遣元 ・派遣先双方の責

任回避を放置し、差別 ・孤立 ・無権利という派

遣労働の現実を生み出している

②実体のない派遣会社、偽装請負会社

派遣会社や請負会社は、形式上は雇用主とな

るが、雇用主としての実体があるか疑わしい例

が少なくない。とくに、規制緩和が繰り返され、

労働者派遣分野の参入がきわめて容易になった

ために、労務管理に経験のない零細業者が利益

を求めて、派遣業に参入する道が開かれた。日

雇い派遣や偽装請負では、社会労働保険不加入

など、雇用主としての責任を果たさない実体の

ない派遣元が増えており、こうした業者が 「労

災隠し」をする例が多い。

③事前予防と事後補償の切断

安全や健康面では、実際に労働者が就労する

派遣先の作業環境が重要である。この点で現行

制度が、安全衛生責任 とリンクさせて 「メリッ

ト制」をとる労災保険について、派遣先ではな

く派遣元に加入や保険料納付義務を課 している

ことは矛盾 しており、派遣先が派遣労働者への

安全配慮を軽く考える原因の一つになっている。

3.今 後 の 課 題

〈1>当 面の課題

①まず、違法派遣や偽装請負を徹底して取締

ること、実体のない派遣会社を排除すること、

派遣先企業や受入企業を基本に、派遣 ・請負労

働者の安全 ・健康 に対する使用者責任 を果たさ

せることが緊急の課題である。弊害が際立つ 日

雇い派遣 を早急に廃止すること、 さらに労災保

険料負担 を派遣先の責任 とすることが必要であ

る。

②派遣 ・請負労働者の派遣先 ・受入企業での

作業環境についての参加 ・関与の権利(発 言権、

安全委員会等への参加等)を 保障することが必

要である。

③偽装請負ではない 「適法な請負」の場合に

も、 「構内請負」の場合 には受入企業の安全衛

生責任 を明確 にし、請負労働者が安全衛生に参

加 ・関与する権利を保障する。

〈2〉 抜本的な労働者派遣法改正

抜本的には、弊害の多い日本的労働者派遣制

度は廃止するべきである。段階的には、その弊

害を一挙に拡大 した1999年 の改正前に戻るとと

もに、登録型派遣を廃止 し、危険有害業務を派

遣対象か ら除外す る必要がある。

〈3〉 派遣 ・請負労働者の組織化

労働組合 としては、未組織の派遣 ・請負労働

者も代表 して、その団結活動の結果を彼 らに及

ぼす ことが必要である。イタ リアの地域労働組

合組織 の労働評議会は、地域の 「労働環境権」

を守 ることを自らの責務 と位置づけ、地域の全

職場での安全衛生 を監視す る 「代表的」組織活

動を展開 している。

日本の労組 は、もはや正社員だけの代表であ

ることは許 されない。劣悪な環境 で生命や健康

を脅か されている派遣労働者や請負労働者を代

表 して活動す る責務がある。そのためには職場、

地域、職種 ・産業で、すべての労働者の 「安全 ・

健康 ミニマム」確立を目指す必要がある。

(わきた しげる:龍 谷大学法学部教授/〒61

2-8577京 都市伏見区深草塚本町67龍 谷大学

法学部Emai1:mah01517@nifty.com)
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